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日本年金機構からのお知らせ P3

●賞与支払届の提出漏れはありませんか？
●特定技能外国人を受け入れる際の手続き

協会けんぽ北海道支部からのお知らせ P5

●医療費のお知らせをお送りします
●こんな時は「第三者行為による傷病届」の提出が必要です
●インセンティブ制度について

社会保険協会支部だより P7
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新
年
あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

会
員
の
皆
様
に
は
、
お
健
や
か
に
新
し
い
年
を
お
迎
え
の

こ
と
と
お
慶
び
申
し
上
げ
ま
す
。

旧
年
中
は
、
当
協
会
の
事
業
運
営
に
格
別
の
ご
理
解
と
ご

協
力
を
賜
り
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

ま
た
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
の
影
響
に
よ

り
、
会
員
の
皆
様
並
び
に
ご
家
族
や
職
場
を
は
じ
め
、
様
々

な
分
野
で
大
き
な
不
安
と
混
乱
が
生
じ
た
年
で
も
あ
り
ま
し

た
。こ

れ
ま
で
の
間
の
皆
様
の
ご
労
苦
を
お
察
し
申
し
上
げ
ま

す
と
と
も
に
、
今
後
の
速
や
か
な
収
束
を
心
よ
り
願
っ
て
お

り
ま
す
。

さ
て
、
急
速
な
少
子
高
齢
化
社
会
の
も
と
、
豊
か
な
老
後

の
た
め
安
心
で
き
る
年
金
制
度
や
医
療
保
険
制
度
等
に
対
す

る
期
待
と
と
も
に
、
そ
の
関
心
は
益
々
高
ま
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
情
勢
の
も
と
、
当
協
会
と
い
た
し
ま
し
て

は
、
会
員
の
職
場
の
方
々
の
福
利
の
増
進
、
社
会
保
険
制
度

の
普
及
・
発
展
向
上
を
資
す
る
こ
と
を
目
的
に
、
日
本
年
金

機
構
、
全
国
健
康
保
険
協
会
等
関
係
機
関
と
緊
密
な
連
携
を

図
り
な
が
ら
、「
広
報
紙
」
の
発
行
及
び
「
社
会
保
険
事
務

講
習
会
」「
労
働
保
険
事
務
講
習
会
」
の
開
催
に
よ
る
社
会
保

険
制
度
等
に
係
る
知
識
の
習
得
、「
年
金
と
ナ
イ
ス
ラ
イ
フ

セ
ミ
ナ
ー
」「
女
性
の
た
め
の
年
金
＆
ラ
イ
フ
プ
ラ
ン
セ
ミ

ナ
ー
」
の
開
催
に
よ
る
年
金
と
生
活
設
計
の
ア
ド
バ
イ
ス
、

「
健
康
づ
く
り
講
習
会
」
の
開
催
及
び
「
健
康
づ
く
り
Ｄ
Ｖ

Ｄ
」
の
貸
し
出
し
、
各
種
社
会
保
険
参
考
図
書
の
配
付
等
を

実
施
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。

本
年
も
こ
れ
ら
の
事
業
を
更
に
推
進
し
、「
皆
様
の
た
め

の
協
会
」
で
あ
り
続
け
る
よ
う
全
力
を
傾
注
い
た
し
ま
す
。

引
き
続
き
一
層
の
ご
支
援
と
ご
協
力
を
賜
り
ま
す
よ
う
お

願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

結
び
に
、
こ
の
一
年
の
皆
様
方
の
益
々
の
ご
活
躍
と
ご
多

幸
を
心
か
ら
祈
念
申
し
上
げ
ま
し
て
、
年
頭
の
ご
挨
拶
と
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
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～ 賞与支払届の提出は電子申請が便利です ～

日本年金機構 電子申請 検 索

賞与支払届の提出漏れはありませんか？
～ 賞与支払届の提出は電子申請が便利です ～

被保険者および７０歳以上被用者に賞与を支払ったときは、支給日から５日以内に「賞与支払
届」の提出が必要となります。
厚生年金保険料等の計算や将来受け取る年金額の計算の基礎となりますので、賞与の支給があ

る場合には、届出もれがないようご注意願います。
なお、本年度より「賞与支払届総括表」は廃止され、賞与不支給報告書が新設されています。
賞与支払予定月にいずれの被保険者および７０歳以上被用者に対しても賞与を支給しなかった場

合は、「賞与不支給報告書」をご提出いただくようお願いいたします。

対象となる賞与

賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償と
して受けるもののうち、年３回以下の支給のものが対象となります。
なお、年４回以上支給されるものは標準報酬月額の対象とされます。
また、労働の対償とみなされない結婚祝金等は、対象外となります。

留意事項

○ 標準賞与額の上限は、健康保険は年度（４月～翌年３月）の累計額５７３万円、厚生年金保険
は１か月あたり１５０万円です。

○ 年度の途中で転勤・転職等により、被保険者資格の取得・喪失があった場合の標準賞与額の
累計は保険者単位（協会けんぽ、健康保険組合等）で行います。
したがって、同一年度内で複数の被保険者期間がある場合は、同一の保険者である期間に決
定された標準賞与額を累計することとなります。

○ 育児休業等による保険料免除期間に支払われた賞与や資格喪失月に支払われた賞与（保険料
賦課の対象とならない賞与）も賞与支払届を提出する必要があります。
この場合において決定された標準賞与額も年度の累計額に含まれます。

○ 資格取得月と同月に資格喪失した場合、資格取得日から資格喪失日の前日までに支給された
賞与については、保険料賦課の対象となりますので、賞与支払届を提出してください。

・日本年金機構では、電子申請の利用をお勧めしています。
「いつでも」「場所を選ばず」申請でき、「郵送費や紙の節約」にもなります。
詳しくは日本年金機構HPをご覧ください。

電子申請は…

○届書書類の作成・申請

・いつでも申請可能！
・郵送コスト削減！
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日本年金機構　特定技能 検索

地方出入国在留管理局における手続き 必要となる社会保険関係書類

・在留資格変更許可申請時
・在留期間更新許可申請時

【従前から外国人本人が勤務している事業所が特定技能所
属機関であって、かつ健康保険・厚生年金保険の適用事業
所の場合は、以下の書類は不要です。】
（１）被保険者記録照会回答票
（２）国民年金保険料領収証書の写し（過去２年間分全

て）または被保険者記録照会（納付Ⅱ）
※国民年金保険料領収証書の写し（過去２年間分全て）を提出する場
合、（１）の提出は不要です。

地方出入国在留管理局における手続き 必要となる社会保険関係書類

・在留資格認定証明書交付申請時
・在留資格変更許可申請時
・在留期間更新許可申請時

健康保険・厚生年金保険料領収証書の写し（過去２年間分
全て）または社会保険料納入状況照会回答票

※納付の猶予が許可されている場合、「納付の猶予（特例）許可通知書」
が必要となります。「納付の猶予（特例）許可通知書」の提出が困難
である場合は、別途、猶予期間を証明する書類が必要となります。

※健康保険組合管掌の適用事業所であって、領収証書の写しの提出が
困難である場合は、日本年金機構が発行する社会保険料納入状況照
会回答票に加え、管轄の健康保険組合が発行する健康保険組合管掌
健康保険料の納付状況を証明する書類が必要となります。

発行される書類 提出する書類
特定技能外国人本人の年金加入記録・国民年
金保険料の納付記録

【特定技能・本人用】年金加入記録・国民年金保険
料納付記録交付申請書

健康保険・厚生年金保険料の納付記録
（社会保険適用事業所の場合）

【特定技能・適用事業所用】社会保険料納付記録交
付申請書

特定技能外国人を受け入れる際の手続き
～ 「特定技能」に係る社会保険関係の書類交付に関する手続き ～

特定技能外国人を受け入れる際や、特定技能外国人が在留資格変更・在留期間更新を行う際
は、申請における添付書類の１つとして、地方出入国在留管理局に対して社会保険関係の保険料
の納付状況を確認できる書類の提出が必要となっています。
保険料の納付状況を確認できる書類、また、その書類を日本年金機構が発行するために必要な

申請は、以下のとおりです。

地方出入国在留管理局へ提出する書類
以下の「必要となる社会保険関係書類」を地方出入国管理局ヘ提出します。
＜外国人本人にかかる書類＞

＜社会保険適用事業所にかかる書類＞

これらの提出書類を発
行するためには・・・

日本年金機構への提出書類
以下の書類を日本年金機構に提出することで、各種書類が発行されます。

日本年金機構ホームページにその他詳細について掲載しています。ぜひ、ご覧ください。
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申告の際の注意
令和３年10月診療分から12月診療分、また「医療
費のお知らせ」に記載されていない医療費につき
ましては、医療機関からの領収書に基づき、「医
療費控除の明細書」を作成のうえ、確定申告書に
添付してご申告いただくこととなります。

相手がいる交通事故

暴力行為 他人が飼っている
ペットによる加害行為

第三者行為
による
傷病って？

例えば
こんなとき…

1

2

保険証を使って治療を受ける場合

健康保険給付※の申請をする場合
※療養費、高額療養費、傷病手当金など

第三者行為による
傷病届

第三者行為による
傷病届

傷病手当金
支給申請書

負傷原因届

上記の書類が全て必要です。

協会けんぽでは、年に１回、加入者の皆さまへご自身の治療等にかかった医療費を確認していた
だく「医療費のお知らせ」を事業所さま宛にお送りしています。

私用中に発生した交通事故や暴力など、第三者（相手方）の行為によってケガをしたとき、保険
証を使用して治療や健康保険給付の申請をする場合は、協会けんぽに「第三者行為による傷病届」
を提出してください。

発送時期 令和４年１月中旬から
令和４年２月初旬

掲載内容 令和２年１０月から
令和３年９月診療分

なぜ届け出が必要なの？
第三者による疾病・負傷（ケガ）の治療費は、本来加害者が負担するべきものですが、業務災害や通

勤途中の傷病でなければ、保険証を使用して治療を受けることもできます。
この場合、本来相手が払うべき治療費を協会けんぽが立て替えることになりますので、その費用を加

害者または損害保険会社などに請求します。
この請求に必要な事項を確認するため、届け出が必要になります。

医療費のお知らせをお送りします医療費のお知らせをお送りします

医 療 費 の お 知 ら せ ▶ ▶ ▶ 協会けんぽ

確定申告（医療費控除）▶ ▶ ▶ 国税庁ＨＰ または 所轄の税務署
お問い
合わせ

こんな時は「第三者行為による傷病届」の提出が必要ですこんな時は「第三者行為による傷病届」の提出が必要です

「医療費のお知らせ」は、医療費控除の申告の際に、領収書の提出に代わってご利用いただくことができ、「医療
費のお知らせ」を添付すると、「医療費控除の明細書」の記入を省略することができます。
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健康保険の給付や任意継続等に関する手続き、健診に関するお問い合わせは

北海道支部ホームページ https : //www.kyoukaikenpo.or.jp/hokkaido

6

特定健診等の
実施率

協会けんぽの健診
(生活習慣病予防健診、

特定健診)を
毎年受けましょう

特定保健指導
の実施率

健診結果で「生活習慣の
改善が必要」と判定され
た場合は特定保健指導
を受けましょう

特定保健指導
対象者の減少率
保健師等のサポートを受けら
れる特定保健指導を利用し、
生活習慣の改善に取り
組みましょう

要治療者の
医療機関受診率
健診結果で血圧または血糖値
の項目で「要治療者(再検査を
含む)」の判定を受けた方
は、速やかに医療機関を
受診しましょう

後発医薬品
の使用割合
病院や薬局でお薬を
受け取る際は、積極的に
「ジェネリック医薬品
(後発医薬品)」を
選択しましょう29位 35位

33位

20位

44位

総合41位
(令和２年度)

北海道支部
評価指標
5項目

記載の順位は令和２年
度の実績になります。

制度の
概　要

事業主
さまへ

協会けんぽでは、平成３０年度より「インセンティブ（報奨金）制度」を導入しています。制度の
詳細と北海道支部の順位を上げるために皆さまにお願いしたい取組内容をまとめましたので、ご一
読ください。

インセンティブ制度についてインセンティブ制度について

全支部の健康保険料率の中に、新たに制度の財源（０．０１％※）を盛り込みます。
※この０．０１％は段階的に導入されます。令和３年度は０．００７％となっています。

各支部の評価指標（下記５項目）の実績に応じて得点を付けます。
評価指標の合計得点上位２３支部に、得点に応じたインセンティブ（報奨金）を付
与して健康保険料率を引き下げます。

協会けんぽの健診以外を実施されている場合は、健診結果データ（４０歳以上）を提供
願います。
事業所で特定保健指導を受けられるよう、環境整備にご協力願います。WEB面談も実
施しています。
「要治療者（再検査含む）」の判定を受けた従業員の方に対し、医療機関への受診を促
してください。
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所有者不明の土地の増加を解消

相続登記をしないまま長い年月が経って世
代をまたぐと、子だけではなく孫、ひ孫と相
続人が複雑に増えてしまい、所有者が分から
ない、所有者に連絡がつかないといった困っ
た事態になります。その結果、売買が困難に

なり国や自治体による災害に備える工事や土
地活用ができなくなってしまうのです。この
ような所有者不明の土地を解消するために、
不動産登記法が改正されることになりまし
た。

相続登記の義務化と罰則の制定

相続を知ってから３年以内に相続登記する
ことが義務化されます。これに違反すると１０
万円以下の過料が課せられることになりま
す。
相続人が複数いて、遺産分割協議がスムー

ズに行かない場合もあるでしょう。今回の改
正では、単独でも登記申請できる「相続人申

告登記」が創設されます。これは仮登記のよ
うなものです。遺産分割協議に時間がかかり
そうな場合に「とりあえず登記する」方法で
す。この相続人申告登記を早い時期に行うこ
とでペナルティが課せられなくなります。後
に遺産分割協議が成立したときには正式な相
続登記をする必要があります。

氏名住所変更の義務化と罰則の制定

不動産を所有する人の氏名や住所が変わっ
た場合、２年以内の「変更登記」が義務化さ
れます。この変更登記をしないと５万円以下
の過料が課せられることになります。氏名や

住所が変わる場合は市町村役場の窓口で戸籍
や転出入などの手続きをしますが、不動産の
変更登記は法務局の窓口で行います。

改正施行前の相続にも適用

例えば、不動産を所有していた親が既に亡
くなっていて、いまだに相続登記をしていな
い人もいることでしょう。２０２４年には施行さ
れる相続登記に関する法改正ですが、相続の
発生が施行前であっても、改正施行の日から

３年以内に相続登記する必要があります。長
く放置したままでいると過料を課せられる可
能性もありますので、これを機会にできるだ
け早めに相続登記を済ませておきましょう。

ファイナンシャルプランナー
須藤臣（すどうとみ）

銀行、不動産会社勤務を経て
１９９６年からファイナンシャル
プランナーとして、講演、執
筆など多方面で活動中。個人
相談は３０００件以上

著 書：『６０歳からの生き活き術』『Only Oneの家
つくり』（北海道新聞社）『生命保険見直しガ
イド』（日本実業出版社）など多数

１００年時代に備える
マネープラン

相続登記の義務化
不動産を所有している人が亡くなると、それを相
続した人に名義を変える相続登記をする必要があり
ますが、現在、相続登記は義務ではないためそのま
ま放置されることも少なくありません。この相続登
記について、２０２４年を目途に改正施行され義務化さ
れることになります。
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